
 

 

 

 

▼委員の役割▼ 

教育委員会の諮問に応じて、有形・無形文化財

の保護及び活用について、調査・審議を行う。 
 

▼応募方法など▼ 

 ■応募資格 町内在住で２０歳以上の学識経験者 
 

 ■募集人員 ５人 
 

 ■応募方法 応募申込書に必要事項を記入の上、

提出してください。 
 

 ■締切 令和４年３月 11 日（金曜日） 
 

 ■任期 令和４年４月１日から令和６年３月３１日 

 

 

掲示期限  令和４年３月 12 日 

『芽室町文化財保護審議会委員』 

 【応募・問い合わせ先】 
〒082-8651 河西郡芽室町東２条２丁目 14 番地 

芽室町教育委員会 生涯学習課社会教育係 

TEL62-9730 FAX62-7037 
電子メール：k-shakyou@memuro.net 


